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入札公告（業務） 

次のとおり一般競争入札に付します。 

令和５年１２月１２日 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社  

     契約職取締役 永野 直樹 

 

１ 業務概要 

  (1)業 務 名 運転廃棄物等（東京）外部処理委託（令和６年度） 

  (2)業務場所 東京都江東区海の森 2-2-66 

  (3)業務内容   

        東京ＰＣＢ処理事業所にて発生する運転廃棄物（ＰＣＢ汚染物・PCB 処理

物）の処分及び収集運搬を委託する。 

➀運転廃棄物等処分委託（令和６年度）東京ＰＣＢ処理事業所 

②運転廃棄物等収集運搬委託（令和６年度）東京ＰＣＢ処理事業所 

 【処分対象品目】 

   区分１ ①ＰＣＢ汚染物：紙、布、木類、廃プラ類、保護具、保温材 

、その他 

     ②ＰＣＢ処理物：清掃ごみ 

     ③ＰＣＢ処理物：紙、木、フィルム、コンデンサ素子、プ 

レスボード等 

        区分２ ①ＰＣＢ汚染物：汚泥 

②ＰＣＢ汚染物：紙、布、木類、廃プラ類、保護具、保温 

材、器材 

区分３ ＰＣＢ汚染物：アルカリ中和汚泥 

区分４ ＰＣＢ汚染物：金属くず及び廃プラ類その他 

    ※詳細は競争参加資格者に配布する仕様書による。 

  (4)業務期間   令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 (5)本業務は、競争参加希望者に競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料 

（以下「競争参加申請書」という。）の提出を求め、競争参加資格が確認された者によ 

る入札により契約する委託業務である。 

  

２ 競争参加資格 

 競争参加申請書の提出期限（令和５年１２月２１日）において、次に掲げる条件 
を全て満たしている者（以下「有資格者」という。）であること。 

(1) 有資格者の条件 

①環境大臣が認定する低濃度 PCB 廃棄物無害化処理認定業者（廃棄物の処理および

清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第 15 条の 4 の 4 第 1 項の認定を受けた

者）又は都道府県市の長から PCB 廃棄物に係る特別産業廃棄物の処分業許可（廃棄
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物の処理および清掃に関する法律第 14 条の 4 第 6 項の認定を受けた者）であること。 

②入札する委託品目の処理が可能であること(入札は１区分でも可とする。)。 

③最終処分においてゼロエミ（埋立ゼロ）が可能であること。但し自社においてゼロ

エミが行えない場合は、産業廃棄物処分業許可証を持つ業者に最終処分を委託

出来ること。 

④予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 
⑤経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

⑥営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。 
⑦競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は競争参加資格確認申請用デ

ータ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載しな

かった者でないこと。 
⑧会社更生法に基づき更生手続の開始の申立がなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続き申立がなされている者でないこと。 
⑨令和４・５・６年度に有効な全省庁統一資格（役務の提供等、営業品目「建物管

理等各種保守管理もしくはその他」）を有する者であること。 
⑩競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、中間貯蔵・環

境安全事業株式会社から、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間

中ではないこと。 
⑪暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に規定する暴力団又は暴

力団員と関係がないこと。 
 

（２）その他  

① 収集運搬業者は、入札に参加する処分業者が１(3)に示す特別管理産業廃棄

物の種類を取り扱うことができる事業者を選定するとともに、処分料金と収集運

搬料金とを合わせて入札し、合計した額で落札者を決定する。 

② 特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可証については、処分業者の自治体及

び JESCO 各事業所の自治体において１(3)に示す特別管理産業廃棄物の種類

の取り扱いを満たす許可証があることまたは許可証の期限延長もしくは許可条

件変更等の申請中であることを示す書面を入札時に提出することを条件とす

る。 

③ 収集運搬条件として仕様書に記載した「搬出予定数量及び予定頻度」は目安で

あって保証はしない。 

④ 入札は委託品目の区分ごとに処分費と1台あたりの運搬料金を提示して全体の

処分料金と収集運搬料金とを合計した額で入札し、最低価格提示者をそれぞ

れの落札者として決定する。 

⑤ JESCO が発注した業務等の契約において、次の(ｲ)から(ﾍ)のいずれかに該当

すると認められる者及びこれを代理人、支配人その他の使用人として使用する

者については、その事実があった後 2年間を経過しない場合には、競争参加資

格を認めないことがある。 

(ｲ)契約の履行に当たり故意に業務若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質

若しくは数量に関して不正の行為をした者 

(ﾛ)公平な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を

得るために連合した者 

(ﾊ)落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨

げた者 
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(ﾆ)監督又は検査の実施に当たり社員の職務の執行を妨げた者 

(ﾎ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

(ﾍ)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行

に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者 

⑥ ⑤に該当する者を入札代理人として使用する者については競争参加資格を認

めないことがある。 

 

３ 入札手続等 

  (1)担当部課 

   中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部 契約・購買課 諏訪 

   〒105-0014 東京都港区芝 1-7-17 住友不動産芝ビル３号館４Ｆ 

                電子メールsuwa@jesconet.co.jp  電話 03-5765-1916 
 

  (2)発注説明書の交付期間、場所及び方法 

    交付期間 令和５年１２月１２日(火)から令和５年１２月２１日(木)まで 

        土曜日，日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10時から 12時及び午後１時か 

        ら３時まで（以下(3)において同じ。） 

    交付方法 電子メールにて配布 

 

  (3)競争参加申請書の提出期間、場所及び方法 

    提出期間 令和５年１２月１２日(火)から令和５年１２月２１日(木) 15時まで 

    提出場所 上記(1)に同じ。 

    提出方法 書面は送付すること。電送によるものは受け付けない。 

        ただし、送付の場合でも書留郵便又は信書扱いの宅配便とし、１２月２１日

(木)必着とする。 

 

  (4) 入札書の提出について 

①提出期限 令和６年２月６日（火） １６時 

②提出場所 上記(1)に同じ。 

③提出方法 送付（提出期限必着） 

送付は書留郵便又は信書扱いの宅配便とし、配達の記録が残る方法に限る。 

④その他 入札書の日付は、入札日（令和６年２月６日）を含むそれ以前の日付を 

記入すること。 

入札金額については、指定された様式に処分単価（税抜）及び収集運搬単価（税 

抜）等指定項目を全て記載すること。開札の結果、落札者がないときは、再度入札 

を行う。 
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(5) 開札の日時及び場所等 

①開札日時   令和６年２月７日(水) ９時４５分 

②開札の場所  東京都港区芝 1-7-17 住友不動産芝ビル３号館 

                   中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 

 (6)  開札の立ち会いについて 

    新型コロナウィルス感染拡大防止対応として、当面の期間開札の立ち会いを取止めと 

する。 

入札事務に関係のない社員を立ち会わせて開札を執行し、入札結果は、開札後に 

参加者全ての方へ電子メールにて連絡する。 

 

４ その他 

  (1)手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨に限る。 

  (2)入札保証金 免除。 

  (3)契約保証金 免除。 

  (4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、競争参加申請書

に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効と

する。 

  (5)落札者の決定方法  

   中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第９条の規定に基づいて作成された予定

価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

  (6)内訳明細書の提出 

    入札者は、入札時に入札価格に対応する入札価格内訳明細書を提出すること。 

  (7)手続における交渉の有無 有り。 

  (8)契約書作成の要否 要。 

(9)関連情報を入手するための照会窓口 

   上記３(1)に同じ。 

 (10)詳細は発注説明書による。 

            以上 

         


